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特許の質

高い倫理規範

知的財産の評価

「知的財産制度は500年近い 
歴史の中で発展し、常にその
経済的側面、法的側面、社会
的側面の強い結びつきによっ
て特徴づけられてきました。 
これらのバランスが崩れた場
合、是正する方法は必ずあり 
ます。その意味で、探求すべき
数多くの解決策があるといえ
るでしょう。」
– Jean-Baptiste Soufron 氏  

Wikimedia Foundation-CERSA Paris 2
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経済活動の対象が有形の財産から知的財産にシフトするにつれて、イノベーションの本質が
変化しています。知的活動の産物について積極的に特許が取得され、特許は21世紀の知識
集約型経済において重要な地位を占めるようになっています。世界の特許制度の多くは数
十年、あるいは数世紀も前に具体的な物品に関する発明を促進するために整備されたもの
で、今日のような幅広い役割を担うのに必要な仕組みを持つほどには進化していません。
私有財産としての発明に関して特許を取得することの重要性が増大するのと並行して、
オープン・スタンダードの採用とコラボレーティブなビジネス・モデルの重要性も増していま
す。企業、コミュニティーなどの各団体は、このような多様な性質をもつ様々なイノベーショ
ンに直面して理想的なバランスを見出そうと奮闘しています。
知的財産の共有、保護、活用の重要性は、IBMのグローバル・イノベーション・アウトルッ
ク（GIO：Global Innovation Outlook）の全編を通じたテーマとなっていました。GIOでは、
30近くの国および地域から178の組織を代表する248人のオピニオン・リーダーが参加し、
世界規模で討論が行われました。
GIOから発信された有力なアイデアが、wiki（新しいメディアであるWeb 2.0のツールで、
共通のウェブサイトを介して共同作業で文書を作成することが可能となる）を活用して、
知的財産マーケットプレイスの課題に取り組むというものです。
IBMは法律、学術、経済、政府、技術など各分野の専門家で構成されるワールドワイドな
コミュニティーを結成して、問題の討論、知的財産マーケットプレイスが適切に機能するカ
ギとなる特性の定義、そして有意義な変化をするための青写真作りを進めました。
2006年5月と6月を通じて、当グループは「Building a New IP Marketplace（新しい知的財
産マーケットプレイスを築くには）」というwikiを活用したオンライン・フォーラムでコラボレ
ーションしました。これに関わった専門家たちは、知的財産をめぐるいくつかの最重要課題
について討論し、時には合意に達し、また時には見解の相違を認め合う結果となりました。
このプロジェクトの成果は、以下のページに反映されています。コラボレーションを通じ
てまとめられたこのマニフェストは、知的財産の創造、権利帰属、ライセンス供与、等価な交
換のために機能するマーケットプレイスの基盤を確立するものです。
IBMチームを代表して、このプロジェクトにご参加いただいた皆様、そして知的財産マーケ
ットプレイスの変革をご支援してくださる皆様に厚くお礼申し上げます。

ジョン・E・ケリー３世
IBMコーポレーション
テクノロジー・知的財産担当シニア・バイス・プレジデント
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「たとえ最善に組織化された知的財産マー
ケットを手に入れたとしても、それには限界
があります。このことを知的財産システムを
構築するにあたって認識しておくべきです。
マーケットが全ての問題を解決できるわけ
ではないのです。」

‒ Birgitte Andersen氏 
University of London

「真の課題は、マーケットの自己組織化を実
現するための第二の機関とリソースを創り
出すことです。」

‒ Kevin Werbach氏 
Wharton School of Business

「自己組織化を完全に実現している利潤追
求型のマーケットは、価格と利益配分の課
題を解決しますが、このマーケットには、多
くの社会と「業界の持続可能性」の諸問題
への取り組みを無視し、あるいは怠ってい
るという問題があります。」

‒ Birgitte Andersen氏 
University of London

ダイアログ:
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特許の質、８ページ

透明性、１４ページ

高い倫理規範、１８ページ

知的財産の評価、２２ページ

柔軟性、２６ページ

IBMは、強力でグローバルな知的財産システ
ムがイノベーションを促進するものと考えて
います。しかしそのシステムの強さは、それが
生み出すものの質によって決まります。
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知識集約型経済は、知的活動の産物を基礎とするイノベーションに依存

しています。 それゆえに、知的資産および知識集約型資産から価値を

引き出すことが、成功を収める上で不可欠なのです。競争は原材料を支

配することではなく、「大きな成果をもたらす知識」という最もダイナミ

ックな戦略的資産をめぐって行われています。イノベーターたちが、ます

ます重要性を増しているこの試みを進めるにあたり、政府としてどのよう

な支援ができるかは、多くの政府にとって明確な政策課題になってきま

した。

これまで、物品の交換と評価によって生み出されてきた経済活動は、

所有権の明白性、安定した環境を生み出す倫理規範、自由市場原理に基

づく評価を可能にするメカニズムを提供するマーケットプレイスに支えら

れてきました。

経済の中心が有形の財産から無形の財産へとシフトしている21世紀

において、それに対応することができるマーケットプレイスの構築の必要

性は誰もが認めるところです。この新しいシステムは、知識集約型資産の

特性と知的財産マーケットの原理に適応することに加え、繁栄するマー

ケットプレイスに必ず存在する確実性と信頼性の原則に従う必要があり

ます。
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特許は重要な取引の対象であると同時に、知識集約型資産の創作

者および使用者が価値を現実のものにするための重要な手段になって

きました。しかしながら、完全に機能する知的財産マーケットプレイスの

基盤はいまだに出現しておらず、特許制度には過度の負担がかかってい

ます。かかるマーケットプレイスが存在しないために不確実さが生まれ、

特許制度が保護しようとするイノベーションを阻害する特許訴訟の増加

や投機的な行為などの多くの問題を引き起こしているのです。これらの問

題のために、イノベーションを基盤にした競争を促進すること、知識集約

的なアイデアの波及およびアイデアの創造的な表現の発展を促進するこ

と、経済システムを通じて独創性や創造性に報いること、企業および業

界の持続可能な発展を実現すること、といった経済的および社会的目標

を知的財産マーケットプレイスのシステムが果たすことができないので

はないかという懸念が広がっています。
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グローバルな知識集約型経済においてイノベーションの発展を実現

するためには、知的財産の創造、権利帰属、公正な取引を実現する原理

が、次のような方針に基づいている必要があります。

発明者は新規性と非自明性を備えると信じる範囲の発明について

質の高い特許出願を行うこと

特許の権利帰属が明白で透明性があること

マーケットに参加する者は高い倫理規範をもって行動すること

知的財産の評価が自由市場の原理に基づいて公平になされること

マーケットの基盤は多様なイノベーションをサポートできる柔軟性

を備えること

以上のすべてについて、グローバルな一貫性のある現実的な導入レ

ベルが存在すること

1.

2.

3.

4.

5.

6.

合衆国憲法第1条第8節第8項では議会に「著作者および発明者に、一定期間それぞれの
著作および発明に対し独占的権利を保障することで科学および有用な技術を振興」する
権限を付与しています。

「米国企業は、パートナーシップを通じて充分にその価値を引き出しておらず、知的財産の
活用不足から年間1兆ドルを無駄にしています。」

‒ Navi Rajoud氏 
Forrester Research
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「2005年に受領した特許出願
数は、急速なペースで増加する
一方でした。当庁では多くの特
許出願をCD-ROMで受け取っ
ていますが、そこには何百万ペ
ージものデータが詰まっていま
す。端的に言えば、特許出願の
量と複雑性は、それを審査する
側の現行のキャパシティーが常
に追いつけない状態にありま
す。その結果として係属中の出
願が増え続け、過去に例のない
割合の未処理出願が生じてい
ます。」

‒ Jon W. Dudas 氏 Under Secretary 
of Commerce for Intellectual 
Property and Director of the 
United States Patent and 
Trademark Office USPTO 
2005 Annual Report

発明が米国内外の刊行物にす
でに記載されていた場合、ある
いは出願人が当該発明をなす
前に米国内でその発明が公知
のものとなっていた、または他
人によって使用されていた場
合、特許を取得することはでき
ない。

出典：米国特許商標局－ 
合衆国法典第35編米国特許法
第102条 

特許出願と関連資料の洪水、特許出願の不明瞭性、先行技
術の不適切な開示は特許制度への過重負担を招き、新規でも
ないし、既存技術との差異にも特許性がないアイデアに対して
特許権が付与されてしまっている結果となっています。

特許の質とは、特許出願がどれだけ周到に準備され適切に審査
されたか、および特許の範囲が特許を受けるに値する範囲にど
れだけ適切に整合しているかを意味します。特許の質は、技術
的利点や特許価値とは別のものです。真に先駆的な発明のため
の特許は、あまり入念に準備・審査されていない場合もありま
す。この場合、高い技術的利点があるにもかかわらず質が低い
ということになります。一方、商業的に取るに足らない発明のた
めの特許が、最適な形で準備・審査されている場合もあります。
この場合、高い質を持つにもかかわらずその価値は低いという
ことになるのです。
世界中の特許庁は、急速に進む技術開発と、特許の対象と

なる発明分野の拡大（バイオテクノロジー、ソフトウェア、ナノテ
クノロジー、ビジネス方法など）に伴って激増する新たな特許出
願の処理に追われています。
特許取得プロセスでは特許出願人が、関連する従来技術に

ついて、知っているすべての情報を提供しなくてはなりません。
特許出願人が特許出願前に先行技術の調査を怠る事例、多く
の仕事を抱える審査官が干草の中の適切な針を探し出さない
ことを望んで山のような資料を提出する事例など、特許庁を混
乱に陥れたりする事例もしばしば見受けられます。

「特許出願人はその責務を果たすことができます。「番付」のための
特許出願を控えることにより、市民としての義務を全うするこ
とができるのです。」

‒ Robert. E. Mitchell氏 
Ogilvy Renault



10

特許の質が向上すれば、このような特許が認められる事例
は減少するでしょう。このような特許の激増は、その不明瞭性の
ために、イノベーターではなくリティゲーター（特許訴訟を提起
する者）が利益を得る機会を握ってしまうような状況を生んで
います。

特許の質: アクション

特許出願の準備および許可／拒絶の際に特許出願人と審査
官の双方のガイダンスとなる特許の質のインデックスを確立
し、特許審査のプロセスの向上、不明瞭性の排除、特許の質
の向上を実現する。

USPTO（米国特許商標局）で間もなく試験運用される、コミ
ュニティー・パテント・レビュー（http://dotank.nyls.edu/
communitypatent/）のようなコミュニティーによるレビュー
を確立し、一般社会が協力しあって出願特許の評価を支援
することを可能にする。このレビューは一般社会が先行技術
に関して適切な情報を特許審査官に提供する仕組みで、係
属中の公開された特許出願の範囲を減縮させたり、無効に
したりする。このレビューにより、新規かつ非自明なアイデア
に対してのみ特許が付与されることになる。

レビュー参加者および特許出願人のためのコミュニティー・
レビュー行動規範を確立する。 

企業の特許をレビューできる状態にすることを奨励するとと
もに、従業者に自分の専門分野に関する公開された特許出
願を監視させたり、必要に応じてコメントするリソースと時
間を与えることによるコミュニティー・レビューへの企業の
参加を奨励する。 

特定の業界でコミュニティー・レビューを開始し、それをより
大きな枠組みへと発展させるにはどうすればよいかを検討
する。

1.

2.

3.

4.

5.

提出されたHatch-Leahy
特許法改正法案

（Hatch-Leahy Patent 
Reform Act of 2006）は、特
許出願人によるレビューへ
の同意という要件を廃止す
ることで、公開された特許
出願のコミュニティーによ
る特許のレビューを可能に

します。
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特許を請求する範囲を明確に開示している特許に対して報
いる。

些細な特許を排除し、技術的に特許取得可能な進歩が示さ
れている特許出願にのみ特許権を付与するという基準を確
立する。

十分に練られた文章、図表、特許を請求する範囲、説明が盛
り込まれた総合的な特許書類を要求する。

すべての特許出願、特にソフトウェア関連発明の場合は、
主張されている発明内容をどのように実行するのかについ
て、詳細な記述を求める。例えば、プロセスまたはコンピュ
ーター・プログラムがどのように動作するかを示す詳細なフ
ローチャートや、モジュール間の機能的な相互作用を説明す
る構成図を入れて、その技術分野の当業者が発明を容易に
実施できるようにする。

ソフトウェア特許に対しては擬似コードを開示するよう要求
する。

6.

7.

8.

9.

10.

プログラミング言語に類似して
いるものの、実際のコンパイル
を意図していない記述法のこ
と。通常、ある種のプログラミン
グ言語の構造と、実行する演算
の自然言語による略式記述を組
み合わせたものとなっている。

出典：The Free Dictionary

「特許の質は欧州の
特許制度の将来を握る
カギです。」
‒ Alain Pompidou氏 
President 
European Patent Office 2005 Annual Report 



12

「コミュニティー・レビューは大変に興味
深いアイデアであり、支持されるべきも
のです。」

‒ Charles Fish 氏 
Time Warner

「コミュニティー・パテント・レビューは一見良いアイデアと思われ
ます。しかし中国における経験では、それが期待通りには進まな
いということがわかりました。特許庁がそこで目にした現実は、一
般社会から有意義な問題提起はほとんどなされなかったという
ことです。そこで1992年の特許法ではこの仕組みを廃止しました。
つまり問題は「本業のかたわら、わずらわしいパテント・レビュー
を行うことを厭わない、技術的専門知識に富む人々や有能な弁理
士で構成されるコミュニティーというのが本当に存在するのだろ
うか」ということです。」

‒ Guobin Cui 氏
Tsinghua University Law School

「コミュニティー・パテント・レビューは、ここ数十年の特許システ
ムにおいて、最も将来への期待を抱かせ、かつ画期的でもある変
化のひとつです。今日のネットワーク化された世界で、審査官と特
許出願人だけでなく、幅広い分野の専門家による知恵が、管理容
易で低コストの方法で活用できるのです。」

‒ Beth Noveck 氏
New York Law School

ダイアログ:
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「コミュニティーは、自分たちの業務に影
響が出るような不適切な特許権の付与が
なされないようにすることに大きな関心
を寄せています。そのため、技術の専門家
と異なる人々からも大きな支持を得てい
ます。技術の専門家でない人々の参加が
あることは好ましいことです。」

‒ Marc Ehrlich 
IBM

「コミュニティー・レビューは、これまで発見されていない従来技
術を指摘することで特許の質の向上をしようとする有志の友好的
なコミュニティーを促進することを意図しているのかもしれません。
しかし、研究開発や特許出願に何百万ドルもの大金が投入されて
いる状況では、自由市場経済によってある環境が形成されると考
えます。そのような環境では、競争上の商業的利害関係がある競
合他社の市場影響力を排除するために、そうしたレビューに対す
る投資が行われるでしょう。」

‒ Andy Gibbs 氏
Patent Café

「真の課題は、マーケットの自己組織化を
実現するための第二の機関とリソースを
創り出すことです。」

‒ Kevin Werbach 氏
Wharton School of Business
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知的財産マーケットプレイスにおける透明性とは、特許庁、発明
者、特許出願人および特許から利益を享受する者に関連する情
報を、すべての人に対して公開することです。
透明性は、財務報告など他分野の法律の成長と歩調を合わ

せ、より多くの情報とより大きな開放性がより高品質なイノベー
ションを生む、という理念に立脚しています。この理念は、自由
市場を支える基本的な基盤でもあります。
知的財産マーケットプレイスにおける透明性を達成するの

に必要なルールは、不当なコストを強いたり、その内容が不明
確なものであってはなりません。このルールは、実体のある資産
の取引で要求される透明性に対する情報と同様の主要な情報
を網羅していなければなりません。このルールには、真の特許
権者が誰なのか、特許が法的紛争や論争の原因になっていない
かを、広く一般に開示し容易に知ることができる状態にするこ
とが含まれます。

透明性は特許権者の意図する特許ライセンス供与の条件に
も関連します。とりわけ標準化された技術分野の特許発明を特
許権者がライセンス供与する場合、投資の必須の前提条件とし
て、早い段階からライセンス供与の条件を完全に理解しておく
必要があります。状況によっては、ライセンスに関する特許権者
の意図を容易に確認できるようにしておくことが、さらなるイノ
ベーションへの重要な触媒となります。

「マーケットプレイスにおける特許の開拓／取引／ライセンス供与
を促進するためにはどの程度の透明性が実際に必要なのか、そし
てそのようなレベルの透明性が私たちの最終目標とするところな
のかどうかについて、世界規模で一致協力して検討していく必要
があります。」

‒ Xiaoguang Yang 氏 
ZhongZhi Law Office
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「理想的なマーケットプレイ
スで、特許の価値は誰が権
利を有するかによって違うも
のなのでしょうか？　製品ビ
ジネスの潜在的な商業リスク
と無縁であるという有利な
立場を利用した知的財産の
ライセンス供与や権利行使
に関して懸念はありません
か？」
‒ Peter Courture 氏
United Microelectronics Corp.
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透明性: アクション

真の特許権者が誰なのかを広く一般に開示し、その情報を
容易に知ることができる状態にする。 

特許権者の特許ライセンス供与の条件を開示する。

ライセンス供与の意思を登録する制度を確立する。特許を
合理的な条件のもとでライセンスする意図を特許権者が表
明した場合、特許維持費用を軽減する。

少なくとも排他的ライセンスを有する当事者に対して設定・
譲渡の登録を義務化するとともに、登録に対して適切なイ
ンセンティブを設ける。

審議中の米国特許法改正法案（Patent Reform Act of 2006）
で提言されている故意侵害に関する条項を早急に導入する。

特許審査にピア・レビューのプロセスを導入してオープン性
を高め、曖昧さのより少ないわかりやすい情報開示を推進
することによって、開示の代償としての特許による独占を実
現する。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Orrin G. Hatch上院議員
（共和党、ユタ州選出）およ
びPatrick Leahy上院議員（民
主党、バーモント州選出）が
2006年8月に提案。この法案に
は次のような目標もあります。 

1. 発明の価値を適切に反映
するために損害賠償額を決定
する。

2. 下級裁判所での判決に先立
つ中間的な判断の審理を迅速
化する。

3. 「特許登録後の異議申立」
の手続を制定する。

4. 特許訴訟を提起できる裁判所
をさらに制限する。

5. 米国特許制度を「先発明主
義」から、世界中のほとんどの
特許制度で採用されている
「先願主義」に変更する。



高い倫理規範
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「知的財産を所有するだけの企業は本当に
個々の発明がマーケットプレイスで活用さ
れることを助けているのでしょうか？　
自分の特許を売ってしまうということは、
その特許が実施されるのを見届けるため
の有意義なチャネルを自分が持てないと
いうことを意味しているように思われる
のですが。」
‒ Marc Ehrlich 
IBM

「一般的に発明者は自分の発明がマー
ケットプレイスで発展し、導入される
のを見届けることに興味を抱いている。
報酬は商業的成功であり、特許訴訟に
よる投機的な大儲けではない」という
マークのコメントは自分の経験からい
うと概ね正しいと思います。」

‒ Peter Courture 氏 
United Microelectronics Corp.

「そのシステムが高い倫理規範をもって運
用されているのであれば、知的財産を所
有するだけの企業を他の業界の仲介業者
と同一視できるのでしょう。」

‒ David Kappos 
IBM

ダイアログ:
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倫理規範のあるマーケットプレイスは、一連のチェック・アンド・
バランスによって機能し、社会の信頼を醸成するものです。
倫理規範は、適切に機能するマーケットプレイスにとって必

要不可欠のものです。他のマーケットでは、ビジネスのブランド
および評判に対する損害や、ビジネス・リレーションを確立する
上での困難といったチェック・アンド・バランスが、マーケットを
操作しようとする行為を阻止するために存在しています。
発展途上の知的財産マーケットプレイスではチェック・アン

ド・バランスが不十分なために、知的財産を所有するだけの企
業（「トロール」と呼ばれることもあります）のような市場参入者
が制度を不安定にするのではないかという懸念が広がっていま
す。こうした企業は一般的に製品を製造せず、何らのサービスも
行わず、自社の顧客を持たないため、差止請求その他の訴訟を
通じて、生産に携っている企業から使用料を搾り取ることを試
みても、マイナスの影響を受けることがありません。このために
一握りの者が儲けるために代価が吊り上げられ、イノベーション
全体にマイナスの影響をもたらすおそれがあります。
こうした企業は、個人発明家のためにマーケットへの実現可

能なチャネルを提供していると主張しています。その一方で、は
たして発明者が本当に正当な利益を手にしているのか、何人くら
いの発明者が利益を得ているのか、そしてマーケットプレイス
全体ではどれくらいの金額になっているのか、という疑問を投
げかけている人々もいます。

高い倫理規範: アクション

システムへの信頼を醸成する一連のチェック・アンド・バラン
スの体制を策定し、マーケットを操作するような行為を阻止
するとともに、ビジネスを遂行するために特許権者とライセ
ンシーに対して摩擦のないチャネルを提供する。 

インターオペラビリティ（相互運用性）における特許権行使
の制限について検討する。

1.

2.

「特許トロール」という軽蔑
的な、物議を醸す呼称は、イン

テルの元次席法律顧問
Peter Detkinが2001年に作っ
た言葉で、嫌がらせのような和
解に持ち込むために、もっとも
らしく見える特許を業界内で大
々的に主張する会社を指す。
「特許トロール」はテクノロジ
ーを開発するのではなく、潜在
的な特許を侵害する者に対して
権利行使をするために特許を

取得し登録を行う。

出典：Wikipedia
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「知的財産を所有するだけの企業を非難す
るのが当世の流行ですが、米国では特許
権者が弁護士や弁理士を雇って特許のラ
イセンス供与を行ってきた長い歴史もあ
るのです。」

‒ Ashish Arora 氏 
Carnegie-Mellon University

「率直に言って、特許取得を困難にして特
許の質を向上させることは、「知的財産を
所有するだけの企業」と「商業化を行って
いる企業」の両方が合意しなければいけ
ない問題です。」
‒ Kevin Werbach 氏 
Wharton School of Business

「知的財産を所有するだけの企業が自社の特許を強く主張する
ことを困難にするような特別なルールを導入するよりも、特許
の付与と有効性に関する手続的ルールに中立的な方法で正式
に手を加えるほうがはるかに簡単であると、私は常々考えてい
ます。」

‒ Ronald Mann 氏 
University of Texas

「発明を実施している企業と、そうでない企業
の区別について私たちが心配している理由は、
前者がマーケットに貢献するためには、通常、
貴重な資金を膨大に投入しなければならない
ところにあると思われます。」
‒ Robert M. Hunt 氏 
Federal Reserve Bank of Philadelphia

ダイアログ:



知的財産の評価
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適切に機能するマーケットプレイスには、価格決定の原理を推
進する自由市場であるとともに、売買される資産の公正な価格
を決定する明確な手段があるという特徴が顕著に見られます。
知的財産は、知識集約型経済における貴重な資産です。しか
し、知的財産の無形性という性質により、知的財産の価値を適
切に確定することは困難です。
金融業界には、マーケットにおける全体的な活動のスナップ

ショットを提供するマーケット・インデックス、金融資産の相対
的な予想変動率を示す評価規準、および投資のための成長可
能性を示す格付制度など、売り手と買い手を支援するツールが
数多くあります。

知的財産の評価: アクション

知的財産の評価の基盤となる新しいツール、インデッ
クス、評価規準を確立する。 

「市場原理に従う自己査定」の可能性を、特許資産に関する
税制の設置と組み合わせて探求する。 

現行の特許維持費用へのインプットとして査定メカニズム
を利用する。

1.

2.

3.

1. 特許権者はその特許の価値
の自己査定を提供するものとす
る。特許の査定額に基づいて税
金が年度ごとに支払われる。 

2. 特許を売買するためのマーケ
ットプレイスが創出される。

3. 特許のバイヤーは自己査定
を評価して、「証拠金」を支払
うときにより高い価格を提示
できる。

4. 評価額が特許権者の同意を
得た場合は、特許権者は新しい
価格に基づいて税金を支払う。

5. 評価額を特許権者が拒絶し
た場合は、バイヤーがその価格
で特許を買い取る義務を負う。

6. 特許のバイヤーは、その特許
を買い取った年の税金を支払わ
なければならない。
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「マーケットの機能のひとつに、
価格の決定があることは言うま
でもありません。特許と特許ライ
センスに関しては、価格の決定は
かなり扱いにくいものになります。
特許権は不確実な未来に関する
オプションです。私たちはオプシ
ョン市場の動向が何を導くのかを
探求するべきです。」 
‒ Frederic M. Scherer 氏 
Harvard University
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「誰もが一般に認める評価基準が
ない状態で研究者は知的財産を
過大評価し、投資家やライセンシ
ーは知的財産を過小評価する傾
向があるため、交渉のために膨大
な時間が浪費されてきました。」 
‒ Michael J. Kelly 氏 
University of Cambridge



柔軟性
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これからの知的財産マーケットプレイスにおける柔軟性とは、
特許制度が、ソフトウェア、サービス、ビジネス方法など、知識
集約型経済の無形財産に適切に対応できることを意味します。
これらの分野や他の新興分野のイノベーションに取り組むため
のルールは、明確で筋の通った、理路整然としたものでなくては
いけません。
このような新興分野の特許はイノベーションと競争を阻害す

るものだと考える人もいます。逆に、テクノロジーがハードウェ
アの枠を超えて進展している今、新興分野の特許は必要なもの
だと主張する人もいます。ソフトウェアおよびビジネス方法の領
域でテクノロジー面の差別化が盛んに行われていますが、こう
したイノベーションは伝統的なテクノロジーやメソッドと同様の
保護を受けるべきです。特許による保護を受けるためには、こう
したイノベーションが技術的貢献に裏付けられているべきなの
か、どの程度の裏付けを必要とするのか、という疑問が生じてき
ます。
さらに、オープンな技術標準は、コラボレーティブで累積的

な、新しい形態のイノベーションの基盤を作り上げました。オー
プンなソフトウェア標準の多くは、特許発明についてロイヤリテ
ィ・フリーのライセンスを提供する参加者を必要とする一方で、
こうしたオープン・スタンダードに立脚したイノベーションに特許
を与えることも認めています。これらの新しいビジネス・モデル
のもとでの経済的機会を促進しつつ参加者を保護するために
は、より柔軟性の高いライセンス実務を推進する必要がありま
す。このような新しい形態のイノベーションは、国境を越えて広
がることになるでしょう。
しかし、法律、文化、経済成長において差異があり、特許実

務のグローバルなハーモナイゼーションが困難であったという
長年の歴史を考えると、単一のグローバルな特許制度というの
は実現可能な短期的目標にはなりえません。
とはいえ、知的財産マーケットプレイスが効率よく有効

に機能するためには、それぞれの地域の要求に対応しつつイノ
ベーションと経済成長を促進する世界各国の特許制度の中に
共通要素を見出すか、それを自ら構築していかなければなりま
せん。

「柔軟にすべきなのはおそらく
特許制度ではなく、ライセンス
供与のプロセスでしょう。プロ
セスをより柔軟なものに変え、
そのプロセスが私たちを保護す
ると同時に、新しいビジネス・
モデルや理念のもとで経済的
機会をもたらしうるコラボレー
ションを促進できるようにする
のです。」

‒ León Felipe Sanchez Ambía 氏 
Fulton & Fulton
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ダイアログ:

「この種の新たに登場した特許され得る対象に対応するために、
伝統的な特許法をどう変更するかが問題です。従来のテクノロジ
ーと比較すると、特許出願されたソフトウェアやビジネス方法のか
なりの部分は、発明を実施するための詳細な説明を欠いた抽象
的なアイデアのように見受けられます。そのため、こうした特許出
願を審査するときは、実施可能要件を厳格に判断する必要があ
るのです。」

‒ Deshan Li 氏 
All-China Patent Attorney Association

「技術的貢献のレベルに応じて特許性を判断され
るようになれば、私たちはビジネス方法特許をも
っと制限することを望むようになるでしょう。技術
的貢献を欠く純粋なビジネス方法に関するビジネ
ス方法特許に対抗する訴訟において、そのような
制限を望む気持ちが最高潮に達することになるで
しょう。例えば、一晩で届く郵便サービスといった
アイデアがそうです。」

‒ Ronald Mann 氏 
University of Texas

「ソフトウェア特許を検討する際には、イノベーションが漸
増的に発生するというソフトウェア自身およびソフトウェ
ア業界の独特な性質を考慮すべきという考え方に賛成し
ます。」

‒ 豊田正和氏
経済産業省
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柔軟性: アクション

特許制度の本来の趣旨を貫徹するために、ソフトウェアとビ
ジネス方法を含むすべての特許について技術的貢献という
要件を導入するべきである。 

累積的に発明が生まれる分野において必要なユーザー相互
の活動をサポートするために、強制的ライセンスやオープン・
ソース・コードなどの課題を考慮した、より柔軟性の高い知
的財産システムを推進する。 

自明性に関する適切な基準を確立して、あらゆる領域で適
用するとともに、ソフトウェアやビジネス方法を含む新興の
特許分野についてもその基準を適用する方法を検討する。

米国特許商標局（USPTO）、中国国家知識産権局（SIPO）、
欧州特許庁（EPO）、日本国特許庁（JPO）といった世界中
の特許制度から共通要素と知的財産の成功事例を見出し、
各国で異なる特許制度が一貫したものになるようにする。

国によって異なる政治、経済、社会上の実態を調整する、
国際的に統制された知的財産権制度を提唱する。

1.

2.

3.

4.

5.

「技術的な進歩が反映されたビジネス
方法のみが、特許されるべきものと
確信しています。」
‒ Birgitte Andersen 氏 
University of London
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「情報技術や基礎科学の進歩に
よりイノベーションの本質が変化
し、知的財産の相対的価値が高ま
ることに伴って、知的財産を創造
し保護するシステムを変革するこ
とが極めて重要です。
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万人の利益となる継続的発展を促
進するための進化するシステムは、
真の協同作業を通じてのみ構築す
ることができるのです。」
‒ Ronald Mann 氏 
University of Texas School of Law
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GIOおよび知的財産マーケットプレイス・プロジ
ェクトについて、詳しくはIBMのウェブサイト
ibm.com/gio 
ibm.com/gio/ip
をご覧ください。


